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自分（お店）がレストランにハチミツを販売した場合

• インボイスの登録申請（税理士が代行します）

• 求めに応じてインボイスをレストランに発行

• インボイスの控えを保存
（所得税法上は5年、消費税法上は7年、法⼈税法上は最⻑10年）

インボイス

インボイス発行事業者になったら売手としてやること
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請求書をインボイスとする場合

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税込）

及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※消費税の端数処理は、項目ごとではなく
合計時に行う

インボイス発行事業者になったら売手としてやること
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小売店等が発行するインボイス
（簡易インボイス）

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税込）

及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は税率

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※簡易インボイスを発行できるのは
小売業、飲食業、写真業、旅行業、
タクシー業、駐車場業など

インボイス発行事業者になったら売手としてやること
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領収書をインボイスとすることも可能

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税込）及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイス発行事業者になったら売手としてやること


